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令和７年度 五ヶ瀬町補助金等一覧 
 〇 今年度、本町で利用可能な補助金等の一覧です。 

 〇 申請・交付に際し要件があります。詳細は、各課までお問合せください。 

〇 補助金等の申請者が次に該当する場合、補助金等は利用できません。 

  ☑ 町税等の滞納がある場合 

  ☑ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員である場合 

【総務課】（防災管財係）お問合せ先 電話：0982-82-1700 

五ヶ瀬町集会施設整備事業補助金 五ヶ瀬町民間活力による住宅供給事業補助金 

補助事業で建設された区で管理している集会施設の改

修費等 1/2 以内（対象事業費上限 400 万円） 

民間賃貸住宅の建設費 単身用 150 万円/1 戸、 

世帯用 200 万円/1 戸（上限 2 千万円） 

五ヶ瀬町地域防災士資格取得補助金 

五ヶ瀬町に住所を有し、防災士の資格を取得する者に対し、防災士資格認証登録費用に係る経費を助成。（上限５千円）

【企画課】お問合せ先 電話：0982-82-1717 

五ヶ瀬町移住者向け住宅建築支援事業補助金 五ヶ瀬町移住定住奨励金 

・新築等により新たに町に世帯で移住する人 

・工事費 1/2 以内（限度額 100 万円） 

・町内に住宅を購入または賃貸し、5 年以上居住する人

一律 10 万円 

五ヶ瀬町移住支援金 

（宮崎県ひなた暮らし移住支援金） 

五ヶ瀬町移住支援金（宮崎県移住支援事業・マッチン

グ支援事業及び起業支援事業） 

・県外から移住し、就業または起業し規定の要件を満た

す人 ・単身 30 万円、2 人以上世帯 100 万円 

・子ども（１８歳未満）１人につき 100 万円加算 

・東京圏から移住し就業または起業し規定の要件を満た

す人・単身 60 万円、2 人以上世帯 100 万円 

・子ども（１８歳未満）１人につき 100 万円加算 

五ヶ瀬町同窓会支援事業補助金 空き家利活用促進支援事業補助金 

・町内で開催される同窓会の食糧費等 

・出席者数×2,000 円（上限 5 万円） 

・空き家所有者、空き家利用者・改修工事及び設備工

事費用等 1/2 以内（限度額 100 万円） 

五ヶ瀬町新規開業支援事業補助金 五ヶ瀬町特産品開発事業補助金 

・町内において店舗新築、既存店舗の改修又は車輌の購

入若しくは空き店舗及び空き家を購入賃貸して開業す

る経費   1/2 以内（限度額：工事費 100 万円、備品

購入費 40 万円、印刷製本費または委託料 30 万円） 

・特産品開発費等 1/2 以内（限度額 40 万円）、ふ

るさと応援寄付金における返礼品の開発費等 1/2 以

内（限度額 50 万円） 

町民提案型まちづくり事業補助金 人づくり支援事業補助金 

町内に活動拠点を有する団体等が行う、町民公益活動、

コミュニティ活動の経費（限度額 50 万円） 

・研修会、講演会 10/10 以内（限度額 50 万円） 

・視察研修の経費 2/3 以内（1 回 5 人まで、1 人 10

万円まで） 

五ヶ瀬町婚活イベント参加支援助成金 
五ヶ瀬町みやざき結婚サポートセンター 

入会登録料助成金 

婚活イベント参加費 1 人あたり年度内 2 回まで 

（上限 5 千円） 

サポートセンター入会登録料 

1 回限り 1 万 1 千円 

五ヶ瀬町出会いの場づくり応援事業 五ヶ瀬町結婚新生活支援事業補助金 

20 歳以上の独身男女を対象とした交流イベント開催

経費 10/10 以内（上限 20 万円） 

町内に住所を有し、夫婦の所得合計が５００万円未満及

び夫婦ともに年齢が３９歳以下で婚姻した又は婚姻する

者へ住宅取得、リフォーム、住宅賃貸費用等の補助。夫

婦ともに年齢２９歳以下 60 万円 ３９歳以下 30 万円 

【町民課】お問合せ先 電話：0982-82-1704 

五ヶ瀬町家庭用生ごみ処理機器購入補助金 五ヶ瀬町合併処理浄化槽設置事業補助金 

電気式生ごみ処理機：購入価格の 1/2 以内（上限 2 万円）、

コンポストの購入費購入価格の 1/2 以内（上限 3 千円） 

住宅を新築する場合や、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合

併処理浄化槽に転換する人に予算の範囲内で補助金を交付。 
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五ヶ瀬町風しん予防接種費用助成事業 五ヶ瀬町骨髄移植ドナー支援事業 

風しん・MR ワクチン接種費用 

次のいずれにも該当する人 

① 風しんに係る抗体検査において抗体価が低いと判

定された人 

② 以下のいずれかに該当する人 

ア．妊娠を希望する女性、又はその配偶者（婚姻の

届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。） 

イ．抗体価が低い妊婦の配偶者 

自己負担 2,000 円を差し引いた額を補助 

骨髄等の提供のための通院、入院及び面接 

① 骨髄等の提供を完了した方で、提供を完了した日に

五ヶ瀬町内に住所を有する人 

② ①の方が勤務している事業所。ただし、国、地方公

共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨

髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く。 

上記通院、入院、面接に要した日数に応じて以下の金額

を補助。上限は 1 回の提供につき 7 日 

① ドナー 20,000 円／日 

② 事業所 10,000 円／日 

五ヶ瀬町出産前宿泊費助成事業 不妊検査治療費助成事業 

出産（早流産を含む）を控える妊婦が、分娩可能な医療

機関に宿泊する費用の 2/3 以内（上限 1 万円/泊） 

不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる特定不妊 

治療、一般不妊治療費 10 万円/年 検査費３万円/回 

その他妊産婦等に関する助成 予防接種費用助成事業 

・妊婦歯科検診費 ・妊婦健診交通費 ・妊婦健診費 

・産婦健診費 ・産後ケア ・新生児聴覚検査費 

・１か月健診  

・三種混合ワクチン・おたふくかぜ・高齢者肺炎球菌・

成人用肺炎球菌・季節性インフルエンザ・新型コロナ・

帯状疱疹 

【福祉課】（介護保険係）お問合せ先 電話：0982-82-1702 

五ヶ瀬町ハンドル形電動車椅子等購入事業補助金 

自動車運転免許証を持っていない人で公共交通機関の利用等の外出が困難であり、自立した日常生活に支障がある人 

シニアカーまたはバッテリーの購入金額について 2/3 以内（上限 20 万円）を補助 

五ヶ瀬町介護人材確保対策支援事業補助金 

町内の介護事業所に勤務している人もしくは資格取得・更新後おおむね６か月以内に町内介護事業所に就職し２

年以上勤務する見込みの人 

介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護職（介護ヘルパー２級）、介護福祉士の資格の取得・更新に必要とな

る受験料、研修受講料（テキスト代含む）、登録料等対象経費の 2/3（一部上限額有り）を補助 

【福祉課】（保育所係）お問合せ 電話：0982-82-1702 

おむつの負担軽減事業費補助金 

保育所に通う園児（０歳児から概ね２歳児までのおむつが必要な子）。使用するおむつを登録先の事業者が指定

の保育所に届けるサービス。２／３を補助 

【農林課】（農畜産係） お問合せ先 電話：0982-82-1705 

五ヶ瀬町釜炒り茶ほ場整備事業補助金 五ヶ瀬町つながる園芸農業支援事業補助金 

・防霜ファン新規設置、苗木購入 1/3 以内（上限 100

万円）・防霜ファン改修 1/4 以内（上限 100 万円） 

・防草シート、IT 機器、遮光資材、ハウスの被覆材、中

古資機材  1/3 以内（上限 30 万円） 

五ヶ瀬町農作物集荷運搬費補助金 五ヶ瀬町収入保険助成補助金 

施設園芸組合、野菜生産組合、茶業振興会に所属する
町内在住の生産者戸の口集荷所から田口野集荷所ま
での作物運搬費の補助 

五ヶ瀬町に在住する収入保険加入者の収入保険加入者の
保険料 
・保険料の 3 分の１補助 
（上限：個人５万円・法人 25 万円） 

五ヶ瀬町家畜防疫推進事業補助金 五ヶ瀬町繁殖素牛導入助成事業補助金 

五ヶ瀬町自衛防疫推進協議会が実施する家畜の予防

接種に要する経費の補助 

生産者負担金の 1/3 以内 

繁殖素牛（子牛、育成牛、成牛含む）を導入した場合：１

頭当たり５万円 

子牛を自家保留した場合：１頭当たり３万円 

五ヶ瀬町優良繁殖雌牛導入奨励事業補助金 西臼杵郡優良雌牛保留対策事業補助金 

優良繁殖雌牛導入経費 

郡畜産共進会出場牛：1 頭あたり 2 万５千円 他 

郡畜産共進会出場牛で県が指定した育種価の高い雌子牛

導入に係る経費 １頭あたり１０万円 
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五ヶ瀬町畜舎等総合整備事業補助金 五ヶ瀬町自給飼料生産確保事業補助金 

畜舎新築・増築：資材費の 1/3 以内（限度額 50 万

円）、新規就農者新築：資材費の 1/2 以内（限度額 100

万円） 他 

ロータリーモア、レーキ、ロールベーラ等導入経費  

1/３以内(限度額 50 万円)  

環境保全型農業直接支払交付金 

有機農業の実践に係る経費支援 1 万 4 千円/10a  堆肥施用加算 2 千円/10a 

【農林課】（農業政策係） お問合せ先 電話：0982-82-1705 

五ヶ瀬町新規就農者支援事業補助金 
五ヶ瀬町新規就農者育成総合対策事業補助金 

（経営開始型） 

農業経営開始５年以内かつ今後５年以上の農業経営

を継続する人の、農業経営に必要な経費 年間６０万

円以内 

青年等就農計画の承認を受けた新規就農者の、経営開始

型資金 年間１５０万円以内 

または経営発展支援事業  事業費１０００万円以内 

中山間地域等直接支払交付金 

耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とした経費 

（田）急傾斜地  21,000 円/10a （田）緩傾斜地   8,000 円/10a 

（畑）急傾斜地  11,500 円/10a （畑）緩傾斜地   3,500 円/10a 

    加算(棚田)  10,000 円/10a   加算(超急傾斜棚田) 14,000 円/10a 

加算(超急傾斜)  6,000 円/10a 

加算（ネットワーク化）…面積に応じて単価異なる（上限 100 万円） 

加算（スマート農業）…5,000 円/10a（上限 200 万円） 

【農林課】（林業振興係） お問合せ先 電話：0982-82-1705 

五ヶ瀬町狩猟担い手支援事業補助金 五ヶ瀬町鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 

新規狩猟者の狩猟免許試験手数料等 2/3 以内 

有害捕獲に係る経費 シカ 10 千円以内/頭、イノシシ

10 千円以内/頭 鳥類 2 千円以内/羽 

サル・アナグマ 他 

五ヶ瀬町鳥獣保護区等周辺被害防止対策事業補助金 五ヶ瀬町鳥獣被害防止総合支援事業補助金 

電気防護柵、音響式防除機、箱わな、囲いわな、くく

りわな、ワイヤーメッシュ柵設置費 2/3 以内 

金網柵、ワイヤーメッシュ柵、シカネット、電気防護柵

等の資材支援 他 

五ヶ瀬町鳥獣被害対策資材支援事業補助金 五ヶ瀬町銃猟担い手支援事業補助金 

有害鳥獣被害対策の金網柵、防護ネット、電気柵等 

2 万円以上の経費 1/3 以内（上限 3 万 3 千円） 

銃・空気銃所持許可の取得及び更新に要する経費 1/2

以内（上限 2 万 5 千円） 

新規猟銃免許取得者が購入する散弾銃・空気銃の購入に

要する経費 1/2 以内(上限 10 万円) 

五ヶ瀬町薪ストーブ利用推進事業補助金 五ヶ瀬町低炭素木の住まい助成事業補助金 

薪ストーブ等設置経費 1/2 以内（限度 10 万円） 
新築・増築に伴う町産材使用料に対する経費 

町産材使用料 2 万円以内/1 ㎥（上限 40 万円） 

五ヶ瀬町しいたけ等特用林産物 

生産体制強化事業補助金 
五ヶ瀬町椎茸生産対策支援事業補助金 

特用林産物生産や施設整備に係る経費 2/3 以内 他
椎茸種駒の購入経費 2 万個以上購入 0.5 円/個以内、2 万

個以上購入かつ品評会出品 1.0 円/個以内他 

五ヶ瀬町山村地域を支える特用林産業 

新規就業者支援事業 
五ヶ瀬町森林施業支援事業補助金 

新規就業準備給付金 125 千円/月額、研修生受入生産

者等支援 5 万円/1 人、経営開始給付金 100 万円/新

規就業者 

 

森林整備（造林・下刈・間伐・防護柵） 

に対する経費 ※要件あり 
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林業担い手総合対策事業補助金 五ヶ瀬町高性能林業機械等導入支援事業補助金 

1 合法木材供給事業体が行う社会保険等整備事業に

要する経費の補助 

2 各種技能講習・免許等資格取得に要する経費補助

（1/２以内） 

3 合法木材供給事業体及び林道災害復旧等に従事し

た実績を持つ建設事業所の労働安全装備（防護ズボ

ン・空調服等）の整備に要する経費補助（1/3 以内 上

限 10 万円） 

１ 町内に住所又は事業所を置き、年間１３０日以上林業

に従事する者で林業機械等の導入補助（１/３以内） 

２ その他、素材生産量等の要件あり 

限度額：素材生産量 3,000 ㎥以上 

       新品  600 万円  中古 300 万円 

               素材生産量 3,000 ㎥以内 

       新品  300 万円 中古 160 万円" 

五ヶ瀬町単作業路開設事業補助金 五ヶ瀬町県単林道等改良事業補助金 

幅員３ｍ以上の自動車道開設経費 700 円/ｍ 

幅員 2ｍ以上の小型運搬車道開設経費 330 円/ｍ 

横断排水溝、側溝敷設、拡幅修正及び災害に必要な構造

物設置経費の 6/10 以内 

五ヶ瀬町作業路維持修繕事業補助金 五ヶ瀬町薪ボイラー用木質燃料購入助成事業補助金 

作業路の復旧作業又は路盤整備に係る資材費、機材リ
ース料及び労務費の 1/2 以内（限度額 30 万円） 

林地残材等を木地屋薪ボイラーの燃料として利用するた
めの薪の生産に係る経費支援 
 1 ㎥当３千円/㎥ 以内 他 

【農林課】（農地整備係） お問合せ先 電話：0982-82-1705 

五ヶ瀬町農業基盤整備事業補助金 

用水路や農道など、地元が維持管理する農業用施設の維持、改修及び増設に係る修繕料、工事費、原材料費及

び小災害復旧費対象経費の 1/2（上限 50 万円、小災害は上限 20 万円） 
【建設課】（土木建築係） お問合せ先 電話：0982-82-1713 

五ヶ瀬町木造建築物等地震対策促進事業補助金 

（耐震診断） 

五ヶ瀬町木造建築物等地震対策促進事業補助金 

（耐震改修） 

居住している建築物の耐震診断費  

130/136 以内で補助限度額 13 万円 

居住している建築物の耐震改修費  

4/5 以内で補助限度額 115 万円 

五ヶ瀬町木造建築物等地震対策促進事業補助金 

（住替え支援） 

五ヶ瀬町木造建築物等地震対策促進事業補助金 

（危険ブロック塀除却） 

除却：23／100 以内（補助限度額 34 万 5 千円） 

建替：23／100 以内（補助限度額 38 万円） 

危険ブロックの除却に係る工事費  

補助限度額 15 万 6 千円 

五ヶ瀬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 

・がけ地の崩壊等による危険住宅に居住する人へ住宅移転補助等 

除却：補助限度額 97 万 2 千円  

・住宅用地取得、造成及び建設（改修）に要する資金の借入金利の利子補給 

土地の取得：補助限度額 206 万円 敷地造成：補助限度額：60 万 8 千円 住宅の建設等：補助限度額 465 万円 

【建設課】（水道係） お問合せ先 電話：0982-82-1713 

五ヶ瀬町給水施設整備事業補助金 

水道未普及地域及び旧施設給水地域における施設整備及び改修等への補助 

補助率 2/3 以内 (補助上限 100 万円) 

【教育委員会】お問合せ先 電話：0982-82-1710 

五ヶ瀬町集会施設整備事業補助金 佐伯勝元教育基金奨学金 

補助事業で建設された集落で管理している集会施設

の改修費等 1/3 以内（対象事業費上限 400 万円） 

保護者が町内在住で、大学へ進学する生徒への奨学金 

・月額 5 万円 

※返済免除の要件あり 

 

 

≪編集：総務課 82-1700≫ 


